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茨 木 市 の 学 童 保 育 室 
 

 

■開室場所 

市立各小学校内（30 校）の学童保育室で行っています。 

 

■開室時間 

① 小学校の授業がある日は、授業終了後から午後５時まで。 

② 土曜日及び学校休業日は、午前８時 15 分から午後５時まで。 

 ※ただし、午後７時までの時間延長があります。 

 

■対象児童 

① 保護者が就労等により家庭に不在である状

態が月間 15 日以上あり、かつ、その状態が

３月以上継続している児童。 

② 茨木市立小学校に在籍しており、かつ、第

１学年から第３学年までの児童。 

  （支援学級・特別支援学校に在籍する児童

は第６学年まで） 

 

 

■職員体制 

 各学校に概ね１～４教室（１教室につき児童数は 40 人程度）あり、各教室に任期

付短時間勤務職員が２人と児童数等により会計年度任用職員が配置されています。 

 また、各学校に１人程度、経験の浅い指導員に対する指導、育成等を担当する「主

任指導員」を配置しています。 

 

 ※主任指導員への昇任については、本市任期付学童保育指導員の経験が４年以上あ

り、昇任を希望する職員が対象となります。 


